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７月１日 最低賃金法が変わります 

の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。 

金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1

行されます。 

態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件

として、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。 

最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、

直しを行うこととしたものです。 

最低賃金はこうなります 

別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことがで

う、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。最低賃金の具体的な金

都道府県ごとに決定されます。 

最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられます 

別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が２万円から５０万円に引き上げられます。 

最低賃金はこうなります 

別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労

法の賃金の全額払違反の罰則（罰金の上限額３０万円）が適用されます。 

し、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われ

合は、最低賃金法第4条違反の罰則（罰金の上限額５０万円）が適用されることとなりま

外規定が見直されます 

により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に

適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。これまで適用除外の許可を受

る場合は、平成20年 7月 1日から平成21年 6月 30日までの間の経過措置期間中に減額

許可を申請してください。 

働者の適用最低賃金が変わります 

労働者については、派遣先の地域（産業）の最低賃金が適用されます。 

金額の表示が時間額のみになります 

額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみ

ます。 

われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場合には、それを時間額

して比較してください。（最低賃金法施行規則第2条） 

関に対する申告規定が設けられます 

者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告し

正のため適当な措置をとるように求めることができるようになります。 

に、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、解雇などの不利益な

してはならない規定も設けられます。 

しくは、栃木労働局労働基準部 賃金室（〒320-0845 宇都宮市明保野町1番4号 

電話 028-634-9109）又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 


